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第 61 回

定 時 株 主 総 会
招集ご通知

日　時

2019年４月23日（火曜日）
午前10時(受付開始：午前９時)

場　所

東京都中央区日本橋蛎殻町２丁目１番１号
ロイヤルパークホテル３階
(末尾の「定時株主総会会場ご案内図」をご参照くださ
い。)

決議事項

第１号議案 剰余金処分の件
第２号議案 取締役（監査等委員である取締

役を除く）８名選任の件
第３号議案 取締役（監査等委員である取締

役を除く）に対する業績連動型
株式報酬等の額および内容決
定の件

ご来場の際は、本書と議決権行使書用紙
をご持参ください。

表紙



代表取締役社長
高橋 貴志
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株主のみなさまへ
　平素は、格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげま
す。ここに第61回定時株主総会招集ご通知をお届け
いたします。
　「空間創造のプロフェッショナル」として歩む丹青
社は、豊かなアイデアとそれを具現化させる確かな技
術とを柱に、これまでも時代を反映した数々の空間を
形作ってきました。この２つの機能の相乗効果と補完
関係を今後一層強め、お客さまの信頼に十二分にこた
えられる空間づくりを目指します。発想力と具現化力
という両輪にさらに磨きをかけ、研鑽を重ねながら、
私たちはより良い空間の実現に挑み続けます。
　株主のみなさまにおかれましては、より一層のご支
援、ご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申しあげ
ます。
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経営理念
より良い空間創造を通じて豊かな社会と生活の実現に貢献する

経営ビジョン
こころを動かす空間創造のプロフェッショナルであり続ける
お客さまとともに、社員とともに、社会とともに、成長する

　そこに集う人々に、感動や安らぎをもたらす空間。使い勝手がよく、事業の成功・発展に貢献し、お客
さまの気持ちを満たす空間。地域や社会の課題解決に貢献する空間。丹青社は、空間づくりのプロフェッ
ショナルとして、そんな「こころを動かす空間」をつくりあげます。
　時代とともに、お客さまのニーズや社会から求められるものは変化していきます。私たちはそれらに応
えるために、空間づくりのノウハウ、創造性に磨きをかけ、常に自らを成長・変革させます。
　豊かな、そして持続可能な社会の実現のために。すべてのステークホルダーと真摯に向き合い、ともに
考え、ともに成長していく。そんな企業であり続けます。

2
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株 主 各 位 証券コード　9743
2019年４月１日

東京都港区港南１丁目２番70号

株式会社　丹　青　社
代表取締役社長 高橋　貴志

第61回定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。

　さて、当社第61回定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申

しあげます。

　なお、当日ご出席願えない場合は、以下のいずれかの方法により議決権を行使することができますの

で、後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権をご行使くださいますようお願い申しあげます。

【書面による議決権行使の場合】

　同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示のうえ、2019年４月22日（月）午後５時45分までに到着する

ようご送付ください。

【インターネットによる議決権行使の場合】

　当社の指定する議決権行使サイト（https://evote.tr.mufg.jp/）において、賛否をご入力のうえ、2019

年４月22日（月）午後５時45分までに議決権をご行使ください。

敬　具
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記

１ 日　　時 2019年４月23日（火曜日）午前10時（受付開始：午前９時）

２ 場　　所 東京都中央区日本橋蛎殻町２丁目１番１号
ロイヤルパークホテル３階
（末尾の「定時株主総会会場ご案内図」をご参照ください。）

３ 目的事項 報告事項 １．第61期（2018年２月１日から2019年１月31日まで）
事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査等委員会
の連結計算書類監査結果報告の件

２．第61期（2018年２月１日から2019年１月31日まで）
計算書類報告の件

決議事項 第１号議案　剰余金処分の件
第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く）８名選任の件

 

第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く）に対する業績
連動型株式報酬等の額および内容決定の件

４ 議決権行使のご案内 次頁記載の【議決権行使のご案内】をご参照ください。

以　上

◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげます。
◎招集通知に添付すべき株主総会参考書類ならびに事業報告、連結計算書類、計算書類および監査報告は７ページから49ペー

ジに記載のとおりです。ただし、以下の事項については、法令および当社定款第17条の規定に基づき、インターネット上の
当社ウェブサイト（https://www.tanseisha.co.jp/ir/）に掲載しておりますので、本添付書類には記載しておりません。
①連結計算書類の連結注記表
②計算書類の個別注記表
従いまして、本定時株主総会招集ご通知添付書類は、監査等委員会および会計監査人が監査報告を作成するに際して監査を
した連結計算書類または計算書類の一部であります。

◎株主総会参考書類ならびに事業報告、連結計算書類および計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブ
サイト（https://www.tanseisha.co.jp/ir/）に修正内容を掲載してお知らせいたします。
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議決権行使のご案内
株主総会における議決権は、株主の皆さまの大切な権利です。
後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使してくださいますようお願い申しあげます。
議決権を行使する方法は、以下の３つの方法がございます。

株主総会に
ご出席する方法

書面（郵送）で議決権を
行使する方法

インターネットで議決権を
行使する方法

当日ご出席の際は、お手数ながら、同
封の議決権行使書用紙を会場受付へ
ご提出ください。

同封の議決権行使書用紙に各議案の
賛否をご表示のうえ、ご返送くださ
い。

次ページの案内に従って、議案の賛否
をご入力ください。

株主総会開催日時 行使期限 行使期限

2019年４月23日（火曜日）
午前10時（受付開始：午前９時）

2019年４月22日（月曜日）
午後５時45分到着分まで

2019年４月22日（月曜日）
午後５時45分入力完了分まで

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内
こちらに議案の賛否をご記入ください。
第１、３号議案

◦ 賛成の場合 「賛」の欄に〇印
◦ 反対する場合 「否」の欄に〇印

第２号議案

◦ 全員賛成の場合 「賛」の欄に〇印
◦ 全員反対する場合 「否」の欄に〇印
◦ 一部の候補者に反対する場合

「賛」の欄に〇印をし、
反対する候補者の番号を
ご記入ください。

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

XXXXX

1.　

2.　

○○○○○○○

議　決　権　の　数
議 　 決 　 権 　 の 　 数

基準日現在のご所有株式数

株　主　総　会　日

××××年××月××日

XX 個

御中○○○○○○○
議 決 権 行 使 書

XX 個

XX 株

ログイン用QRコード
ログインID

仮パスワード
見本

書面（郵送）およびインターネットの両方で議決権行使をされた場合は、インターネットによる議決権行使を有効な議決権行使としてお取り扱いいた
します。また、インターネットにより複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。
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インターネットによる議決権行使のご案内

QRコードを読み取る方法 ログインID・仮パスワードを
入力する方法

三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部　ヘルプデスク
0120－173－027

（通話料無料／受付時間 午前9時〜午後9時）

インターネットによる議決権行使で
パソコンやスマートフォン、携帯電話の操作方法などが
ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

議決権行使
ウェブサイト https://evote.tr.mufg.jp/

以降は、画面の案内に従って賛否をご入力ください。4

議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。1

新しいパスワードを登録する3

「新しいパスワード」
を入力

「送信」を
クリック

議決権行使書用紙に記載された「ログインID・仮パスワード」
を入力しクリック

2

「ログインID・仮パス
ワード」を入力

「ログイン」を
クリック以降は、画面の案内に従って

賛否をご入力ください。
2

QRコードを用いたログインは1回に限り可能です。
再行使する場合、もしくはQRコードを用いずに議決権を行使する場
合は、右の「ログインID・仮パスワードを入力する方法」をご確認
ください。

議 決 権 行 使 書 副 票
（右側）に記載のQR
コードを読み取って
ください。

1

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

XXXXX

1.　

2.　

○○○○○○○

議　決　権　の　数
議 　 決 　 権 　 の 　 数

基準日現在のご所有株式数

株　主　総　会　日

××××年××月××日

XX 個

御中○○○○○○○
議 決 権 行 使 書

XX 個

XX 株

ログイン用QRコード
ログインID

仮パスワード

見本

見本

※「QRコード」は
　株式会社デンソウェーブの
　登録商標です。

議決権行使書副票に記載のログインID、仮パスワードを入力する
ことなく、議決権行使サイトにログインすることができます。

１．機関投資家の皆様は、株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権行使プラットフォームをご利用いただくことが可能です。
２．携帯電話による議決権行使は、セキュリティ確保のため、TLS暗号化通信および携帯電話情報の送信が不可能な機種には対応しておりま

せん。
３．議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用（インターネット接続料金等）は、株主様のご負担となります。また、携帯電話

等をご利用の場合は、パケット通信料・その他携帯電話等利用による料金が必要になりますが、これらの料金も株主様のご負担となり
ます。

以　上

6

議決権行使についてのご案内



2019/03/20 9:56:29 / 18477977_株式会社丹青社_招集通知（Ｃ）

株主総会参考書類

第１号議案 剰余金処分の件

　当社は、長期的な観点に立ち資本の充実を勘案しながら、収益の状況に応じた配当を行うことを基本方針とし、こ
の方針に基づき配当性向等を考慮し利益の配分を行っております。
　当期の期末配当およびその他の剰余金の処分につきましては、当期の業績および今後の経営環境等を総合的に勘案
して、以下のとおりといたしたいと存じます。

１．期末配当に関する事項

配当財産の種類 金銭

株主に対する配当財産の割当てに関する
事項およびその総額

当社普通株式１株につき金 21円
総額 1,010,256,576円

これにより、既にお支払いしております中間配当金（１株につ
き金17円）を加えた年間配当金は、１株につき金38円となり
ます。

剰余金の配当が効力を生じる日 2019年４月24日

２．その他の剰余金の処分に関する事項

減少する剰余金の項目とその額 繰越利益剰余金 2,000,000,000円

増加する剰余金の項目とその額 別途積立金 2,000,000,000円

7

剰余金処分議案
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第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）８名選任の件
　取締役（監査等委員である取締役を除く）全員（８名）は、本総会の終結の時をもって任期満了となりますので、
取締役（監査等委員である取締役を除く）８名の選任をお願いするものであります。
　取締役（監査等委員である取締役を除く）の選任および報酬等については、「指名・報酬諮問委員会」に監査等委
員である社外取締役３名全員が出席して意見を述べ、また常勤の監査等委員が候補者選定の方針のほか、報酬体系の
考え方、具体的な報酬額の算定方法等を確認し、監査等委員会において報告、協議いたしました。この結果、監査等
委員会としては、取締役（監査等委員である取締役を除く）の選任および報酬等のいずれについても会社法の規定に
基づき株主総会で陳述すべき特段の事項はないとの結論に至っております。
　取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者は、次のとおりであります。

候補者番号 氏　名 当社における地位および担当 属　性 取締役会
出席状況

１  あ お  

青
た

田
 

　
 よ し  

嘉
 み つ  

光 代表取締役会長 再 任 10/15回

２  た か  

高
 は し  

橋
 

　
 た か  

貴
し

志 代表取締役社長 再 任 14/15回

３  と く  

德
 ま す  

増
 

　
 て る  

照
 ひ こ  

彦 取締役常務、デザイン担当 再 任 14/15回

４ と

戸
 だ か  

髙
 

　
 ひ さ  

久
 ゆ き  

幸 取締役常務、経営企画、経営管理、グループ全般担当 再 任 15/15回

５ こ

小
ばやし

林
 

　
 

　
おさむ

統 取締役常務、商業その他施設事業担当 再 任 14/15回

６  な か  

中
 じ ま  

島
 

　
 

　
みのる

実 取締役、文化施設事業担当 再 任 15/15回

７  し の  

篠
 は ら  

原
 

　
 い く  

幾
 の り  

徳 取締役、チェーンストア事業担当 再 任 15/15回

８  も り  

森
 な が  

永
 

　
 と も  

倫
お

夫 取締役、制作担当 再 任 15/15回

8
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所有する当社の株式数

165,042株
取締役在任年数

21年10ヶ月
取締役会出席状況

10/15回

候補者番号

１  あ お  

青
 

 
た

田
 

　
 よ し  

嘉
 

 
 み つ  

光（1947年６月26日生） 再 任

［略歴、当社における地位および担当］
1971年 ４ 月 当社入社
1997年 ６ 月 当社取締役第１事業本部文化

空間デザイン・推進センター
長

2003年 ４ 月 当社常務取締役公共空間事業部長
2006年 ４ 月 当社取締役専務
2010年 ２ 月 当社代表取締役社長
2017年 ４ 月 当社代表取締役会長（現任）

［重要な兼職の状況］
重要な兼職はありません。

取締役候補者とした理由
青田嘉光氏は当社入社以来、デザイン業務に従事し、部門長を経て、取締役に就任しており
ます。取締役就任後は経営全般に関する知見を広め、2010年に当社代表取締役社長に就任
し、デザイナーの視点を活かして経営改革を実行いたしました。また、2017年に当社代表
取締役会長に就任し、当社取締役会の監督機能の実効性の向上に努めております。
同氏はディスプレイ業における豊富な業務経験と経営に関する見識を有しているため、引き
続き取締役候補者といたしました。

所有する当社の株式数

130,053株
取締役在任年数

９年
取締役会出席状況

14/15回

候補者番号

２  た か  

高
 

 
 は し  

橋
 

　
 た か  

貴
 

 
し

志（1955年９月９日生） 再 任

［略歴、当社における地位および担当］
1974年 ４ 月 当社入社
1999年 ６ 月 当社執行役員制作統括部公共

空間制作１部長
2010年 ４ 月 当社取締役執行役員商空間事

業部プロダクト統括部長

2013年 ２ 月 当社取締役デザイン・制作全般
および品質、技術、安全、協力
会社担当

2015年 ２ 月 当社取締役常務デザインおよ
び制作全般担当

2016年 ２ 月 当社取締役副社長
2017年 ４ 月 当社代表取締役社長（現任）

［重要な兼職の状況］
重要な兼職はありません。

取締役候補者とした理由
高橋貴志氏は当社入社以来、制作業務に従事し、制作分野の部門長を経て、取締役に就任し
ております。取締役就任後は経営全般に関する知見を広め、2017年に当社代表取締役社長
に就任し、自身の経験を活かして事業の発展に努めております。
同氏はディスプレイ業における豊富な経験と経営に関する見識を有しているため、引き続き
取締役候補者といたしました。
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所有する当社の株式数

31,497株
取締役在任年数

７年
取締役会出席状況

14/15回

候補者番号

３  と く  

德
 

 
 ま す  

増
 

　
 て る  

照
 

 
 ひ こ  

彦（1956年10月29日生） 再 任

［略歴、当社における地位および担当］
1981年 ４ 月 当社入社
2010年 ４ 月 当社執行役員商空間事業部第

２開発統括部長
2012年 ４ 月 当社取締役CS事業部長
2015年 ２ 月 当社取締役商業その他施設事業

およびチェーンストア事業担当

2016年 ２ 月 当社取締役常務デザイン担当
2018年 ２ 月 当社取締役常務デザインセン

ター長、デザイン担当（現任）

［重要な兼職の状況］
重要な兼職はありません。

取締役候補者とした理由
德増照彦氏は当社入社以来、商業その他施設事業の営業業務に従事し、部門長を経て、取締
役に就任しております。取締役就任後は経営全般に関する知見を広めるとともに、当社の商
品価値の原動力であるデザイン分野の強化に取り組んでおります。
同氏はディスプレイ業における豊富な経験と経営に関する見識を有しているため、引き続き
取締役候補者といたしました。

所有する当社の株式数

13,606株
取締役在任年数

４年
取締役会出席状況

15/15回

候補者番号

４ と

戸
 

 
 だ か  

髙
 

　
 ひ さ  

久
 

 
 ゆ き  

幸（1957年11月24日生） 再 任

［略歴、当社における地位および担当］
1981年 ４ 月 当社入社
1999年 ４ 月 当社経営企画室経営計画部長
2008年 ２ 月 当社経営企画統括部長
2014年 ２ 月 当社経営管理統括部長

2015年 ４ 月 当社取締役経営企画、経営管
理、事業管理、グループ全般担
当

2017年 ２ 月 当社取締役常務経営企画、経営管
理、グループ全般担当（現任）

［重要な兼職の状況］
重要な兼職はありません。

取締役候補者とした理由
戸髙久幸氏は当社入社以来、経営企画部門において当社グループの管理業務に従事し、管理
部門全体を統括する部門長を経て取締役に就任しております。取締役就任後は経営全般に関
する知見を広めるとともに、当社グループ全体の管理業務の強化に取り組んでおります。
同氏はディスプレイ業における豊富な経験と経営に関する見識を有しているため、引き続き
取締役候補者といたしました。
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所有する当社の株式数

16,627株
取締役在任年数

３年
取締役会出席状況

14/15回

候補者番号

５ こ

小
 

 
ば や し

林
 

　
 

　
 

 
お さ む

統（1959年６月19日生） 再 任

［略歴、当社における地位および担当］
1984年 ４ 月 当社入社
1999年 ４ 月 当社営業本部第２営業統括部

第２営業部長
2006年 ４ 月 当社営業本部第１IMC統括部長
2008年 ２ 月 当社ＩＭＣ事業部長
2015年 ２ 月 当社ＣＳ事業部長

2016年 ４ 月 当社取締役ＣＳ事業部長、
商業その他施設事業担当

2017年 ２ 月 当社取締役商業その他施設事
業担当

2019年 ２ 月 当社取締役常務商業その他施
設事業担当（現任）

［重要な兼職の状況］
重要な兼職はありません。

取締役候補者とした理由
小林統氏は当社入社以来、営業業務に従事し、プロモーション分野を担当する部門長を経験
し、ＣＳ事業部長を経て、取締役に就任しております。
取締役就任後は経営全般に関する知見を広めるとともに、商業その他施設事業の強化に取り
組んでおります。
同氏はディスプレイ業における豊富な経験と経営に関する見識を有しているため、引き続き
取締役候補者といたしました。

所有する当社の株式数

17,177株
取締役在任年数

３年
取締役会出席状況

15/15回

候補者番号

６  な か  

中
 

 
 じ ま  

島
 

　
 

　
 

 
み の る

実（1959年９月９日生） 再 任

［略歴、当社における地位および担当］
1982年 ４ 月 当社入社
2000年 ４ 月 当社制作本部展示空間統括部

公共空間制作２部長
2007年 ４ 月 当社制作本部第３制作統括部長
2013年 ２ 月 当社文化空間事業部長

2016年 ４ 月 当社取締役文化空間事業部長、
文化施設事業担当

2019年 ２ 月 当社取締役文化施設事業担当
（現任）

［重要な兼職の状況］
重要な兼職はありません。

取締役候補者とした理由
中島実氏は当社入社以来、文化施設事業の制作業務に従事し、文化空間事業部長に就任した
後、取締役に就任しております。取締役就任後は経営全般に関する知見を広めるとともに、
文化施設事業の強化に取り組んでおります。
同氏はディスプレイ業における豊富な経験と経営に関する見識を有しているため、引き続き
取締役候補者といたしました。
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所有する当社の株式数

6,557株
取締役在任年数

３年
取締役会出席状況

15/15回

候補者番号

７  し の  

篠
 

 
 は ら  

原
 

　
 い く  

幾
 

 
 の り  

徳（1962年１月21日生） 再 任

［略歴、当社における地位および担当］
1987年 １ 月 当社入社
2002年 ４ 月 当社SE事業部第２営業部長
2008年 ２ 月 当社SE事業部第１PM統括部長
2012年 ２ 月 当社ＳＥ事業部長

2016年 ４ 月 当社取締役ＳＥ事業部長、チェー
ンストア事業担当

2019年 ２ 月 当社取締役チェーンストア事
業担当（現任）

［重要な兼職の状況］
重要な兼職はありません。

取締役候補者とした理由
篠原幾徳氏は当社入社以来、営業業務に従事し、チェーンストア事業の立ち上げ当初から部
門長を経験し、取締役に就任しております。
取締役就任後は経営全般に関する知見を広めるとともに、チェーンストア事業の強化に取り
組んでおります。
同氏はディスプレイ業における豊富な経験と経営に関する見識を有しているため、引き続き
取締役候補者といたしました。

所有する当社の株式数

10,003株
取締役在任年数

２年
取締役会出席状況

15/15回

候補者番号

８  も り  

森
 

 
 な が  

永
 

　
 と も  

倫
 

 
お

夫（1963年４月９日生） 再 任

［略歴、当社における地位および担当］
1986年 ４ 月 当社入社
2006年 ４ 月 当社第１制作統括部長
2008年 ２ 月 当社ＩＭＣ事業部副事業部長
2013年 ２ 月 当社ＣＳ事業部副事業部長

2017年 ２ 月 当社安全・技術推進センター長
2017年 ４ 月 当社取締役安全・技術推進セ

ンター長、制作担当
2018年 ２ 月 当社取締役テクニカルセンタ

ー長、制作担当（現任）

［重要な兼職の状況］
重要な兼職はありません。

取締役候補者とした理由
森永倫夫氏は当社入社以来、商業その他施設事業の制作業務に従事し、品質・安全を統括す
る部門の部門長を経て、取締役に就任しております。
取締役就任後は経営全般に関する知見を広めるとともに、制作体制の強化に努めておりま
す。
同氏はディスプレイ業における豊富な経験と経営に関する見識を有しているため、引き続き
取締役候補者といたしました。

（注）１．各取締役候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
２．所有する当社の株式数については、2019年１月31日現在の所有株式数を記載しております。
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第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）に対する業績連動型
株式報酬等の額および内容決定の件

１．提案の理由および当該報酬を相当とする理由
本議案は、当社の取締役（社外取締役、監査等委員である取締役および国外居住者を除く。以下、「取締役」とい

う。）を対象に、当社株式および当社株式の換価処分金相当額の金銭（以下、「当社株式等」という。）の交付およ
び給付（以下、「交付等」という。）を行う株式報酬制度（以下、「本制度」という。）の新たな導入をお願いする
ものであります。この株式報酬は、第58回定時株主総会（2016年４月26日開催）においてご承認いただいた当社の
取締役の報酬額（年額500百万円以内。ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。）とは別枠で、取締
役に対して支給するものであります。

本制度の導入については、委員の過半数を社外取締役で構成する指名・報酬諮問委員会における審議の結果、導入
が相当である旨の確認を得ております。本制度の導入により、取締役の報酬は、「基本報酬」、「賞与」および「株
式報酬」により構成されることになりますが、本制度の導入は、取締役の中長期的な企業価値向上への貢献意欲を高
めるとともに、株主の皆様との利害共有を図ることを目的としており、導入は相当であると考えております。

なお、本制度の対象となる取締役の員数は、第２号議案が原案どおり承認可決されますと８名となります。

２．本制度における報酬等の額および内容等
(1) 本制度の概要

本制度は、当社が拠出する金員を原資として当社株式が信託を通じて取得され、当該信託を通じて取締役に当
社株式等の交付等を行う株式報酬制度であり、役位に応じて中期経営計画における業績目標の達成度等に連動し
当社株式等の交付等を行う「業績連動部分」と、中期経営計画における業績目標の達成度等とは連動せずに役位
に応じて一定数の当社株式等の交付等を行う「固定部分」から構成されます。（詳細は下記(3)のとおり。）

①本議案の対象となる当社株式等の交付等の対象者 当社の取締役（社外取締役、監査等委員である取締役お
よび国外居住者を除く。）
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②本議案の対象となる当社株式が発行済株式の総数に与える影響

当社が拠出する金員の上限（下記(2)のとおり。）

・対象期間ごとに121百万円に対象期間の年数である３
を乗じた363百万円

・ただし、2020年１月31日で終了する事業年度に設定
する本信託については、121百万円に対象期間の年数
である５を乗じた605百万円

取締役に対して交付等が行われる当社株式等の数の上限
（下記(3)のとおり。）

・対象期間ごとに12万株に対象期間の年数である３を乗
じた36万株

・ただし、2020年１月31日で終了する事業年度に設定
する本信託については、12万株に対象期間の年数であ
る５を乗じた60万株

・上記の上限交付株式数の１事業年度あたりの平均であ
る12万株の当社発行済株式総数（2019年１月31日時
点、自己株式控除後）に対する割合は約0.25％

・当社株式は、株式市場から取得予定のため、希薄化は
生じない

③業績連動部分にかかる業績達成条件の内容（下記(3)
のとおり。）

・業績連動係数は、中期経営計画における業績目標の達
成度等に応じて0～200％の範囲で変動

・業績目標の達成度等を評価する指標は、連結営業利益
額等

④取締役に対する当社株式等の交付等の時期（下記(4)
のとおり。）

・原則、現在の中期経営計画の終了後および当該中期経
営計画に連続する次回以降の中期経営計画の終了後

・取締役は本制度を通じて取得した当社株式を退任する
まで継続保有するものとする
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(2) 当社が拠出する金員の上限
本制度の対象となる期間は、当社の中期経営計画の対象となる３事業年度（以下、「対象期間」という。）と

します。ただし、2020年１月31日で終了する事業年度に開始する本制度については、当社が現在掲げている中
期経営計画の期間中であることから、その残存期間である２事業年度および当該中期経営計画に連続する次期中
期経営計画の３事業年度を合算した５事業年度（2020年１月31日で終了する事業年度から2024年１月31日で
終了する事業年度までの５事業年度）を対象期間とします。

当社は、121百万円に当初の対象期間の年数５を乗じた合計額605百万円を上限とする信託金（※1）を拠出
し、受益者要件を満たした取締役を受益者とする株式報酬のための信託（以下、「本信託」という。）を設定し
ます。

本信託は、信託管理人の指図に従い、信託金を原資として当社株式を株式市場から取得します。当社は、対象
期間中、取締役に対し、下記(3)に定めるとおりポイントの付与を行い、このポイントに相当する当社株式等の
交付等を本信託から行います。

なお、本信託の対象期間の満了時において、新たな本信託の設定に代えて、信託契約の変更および追加信託を
行うことにより本信託を継続することがあります。その場合、本信託の信託期間を更に３年間延長し、信託期間
の延長が行われた事業年度を含む以降の３事業年度を対象期間とします。当社は、延長された信託期間ごとに、
合計363百万円の範囲内で信託金の追加拠出を行い、引き続き延長された信託期間中、取締役に対するポイント
の付与および当社株式等の交付等を継続します。ただし、かかる追加拠出を行う場合において、延長する前の信
託期間の末日に信託財産内に残存する当社株式（取締役に付与されたポイントに相当する当社株式で交付等が未
了であるものを除く。）および金銭（以下、「残存株式等」という。）があるときは、残存株式等の金額と追加
拠出される信託金の合計額は、363百万円の範囲内とします。

（※1）信託金の上限額には、信託期間中の本信託による株式取得資金のほか信託報酬および信託費用が含
まれます。

(3) 取締役に対して交付等が行われる当社株式の数の算定方法および上限
取締役に対して交付等が行われる当社株式等の数は、「株式交付ポイント」の数により定まります。
株式交付ポイントは、取締役の役位に応じて対象期間中の各事業年度に付与される基準ポイントをもとに算定

され、取締役に対する基準ポイントは業績連動部分と固定部分で構成されます。
なお、株式交付ポイント１ポイントにつき当社普通株式１株を交付するものとし、信託期間中に当社株式につ

いて株式分割・株式併合等を行った場合には、分割比率・併合比率等に応じて、株式交付ポイントの数および下
記の交付等株式数の上限を調整します。

①業績連動部分
業績連動部分のポイントは、次のとおり対象期間中の各事業年度に付与される基準ポイントのうち50％に相

当するポイントを累計し、対象期間に対応する中期経営計画終了後（2020年１月31日で終了する事業年度に
開始する本制度については、当社が現在掲げている中期経営計画終了後および2021年より開始する次期中期
経営計画終了後）に、この累計値に業績連動係数を乗じて算定します。

15
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各事業年度に付与される
基準ポイントの50％の累計 × 業績連動係数（※2）

（※2）業績連動係数は、各事業年度が属する中期経営計画における業績目標の達成度等に応じて０～200％
の範囲で変動します。業績目標の達成度等を評価する指標は、中期経営計画における業績目標の達成
のための重要指標である連結営業利益額等とします。

②固定部分
固定部分のポイントは、次のとおり算定します。
各事業年度に付与される基準ポイントの50％の累計

③株式交付ポイント
上記①、②を踏まえ、取締役に対する株式交付ポイントは、次のとおり算定します。
上記①に定める業績連動部分のポイント＋上記②に定める固定部分のポイント

取締役に交付等が行われる当社株式等の数の上限は、12万ポイントに信託期間の年数を乗じたポイント数と
し、本信託の信託期間中に取締役が本信託から交付等を受けることができる当社株式等の数（以下、「交付等株
式数」という。）の上限は、当該上限ポイント数に相当する株式数とします。そのため、本信託により取締役に
交付等が行われる当社株式等の総数は、信託期間（３年間）ごとに36万株（2020年１月31日で終了する事業年
度に設定する信託期間５年間の本信託については、60万株）が上限となります。交付等株式数の上限は、上記
(2)の信託金の上限額を踏まえ、直近の株価等を参考に設定しています。

(4) 取締役に対する当社株式等の交付等の方法および時期
受益者要件を満たした取締役は、対象期間に対応する中期経営計画終了後（2020年１月31日で終了する事業

年度に開始する本制度については、当社が現在掲げている中期経営計画終了後および2021年より開始する次期
中期経営計画終了後）に、それぞれ当該期間の株式交付ポイント数の50％に相当する当社株式（単元未満株式に
ついては切り上げ）の交付を受け、残りの株式交付ポイント数に相当する当社株式については、本信託内で換価
した上で、その換価処分金相当額の金銭の給付を受けるものとします。

なお、取締役は本制度を通じて取得した当社株式を退任するまで継続保有するものとします。
また、信託期間中に受益者要件を満たす取締役が死亡した場合には、当該時点における株式交付ポイント数に

相当する当社株式について、その全てを本信託内で換価した上で、その換価処分金相当額の金銭を当該取締役の
相続人が給付を受けるものとし、信託期間中に受益者要件を満たす取締役が海外赴任により国外居住者となった
場合には、当該時点における株式交付ポイント数に相当する当社株式について、その全てを本信託内で換価した
上で、その換価処分金相当額の金銭を当該取締役が給付を受けるものとします。

16
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(5) 本信託内の当社株式に関する議決権
本信託内の当社株式については、経営への中立性を確保するため、信託期間中、議決権は行使しないものとし

ます。

(6) その他の本制度の内容
本制度に関するその他の内容については、本信託の設定、信託契約の変更および本信託への追加拠出の都度、

取締役会において定めます。

(7) 本制度の実施状況についての報告方法
本制度の実施状況につきましては、実施された以降の事業報告に記載いたしますので、株主の皆様におかれま

しては、本制度実施状況を毎年、ご確認いただくことができます。
以　上

17

株式報酬制度導入議案



招
集
ご
通
知

株
主
総
会
参
考
書
類

事
業
報
告

連
結
計
算
書
類

計
算
書
類

監
査
報
告

2019/03/20 9:56:29 / 18477977_株式会社丹青社_招集通知（Ｃ）

(添付書類)
事業報告（2018年２月１日から2019年１月31日まで）

1 企業集団の現況に関する事項
(1) 事業の経過およびその成果
　当連結会計年度（2018年２月１日～2019年１月31日）における我が国経済は、企業収益や雇用環境の改善効果
もあり、緩やかな回復基調が継続しました。
　当ディスプレイ業界の事業環境につきましても、公共投資が底堅く推移し、企業の設備投資にも持ち直しの動きが
みられる等、引き続き堅調に推移しました。
　このような状況のもと当社グループは、中期経営計画（2019年１月期～2021年１月期）に基づき、市場の活性化
が見込まれる中期経営計画期間中の需要増加を確実に取り込むとともに、継続的な成長と更なる企業価値の向上を目
標に事業活動を展開してまいりました。
　この結果、当連結会計年度の売上高は826億77百万円（前連結会計年度比10.0％増）となり、営業利益は50億25
百万円（前連結会計年度比9.5％増）、経常利益は52億19百万円（前連結会計年度比10.1％増）となりました。な
お、投資有価証券売却益および関係会社株式売却益を計上したこと等により、親会社株主に帰属する当期純利益は42
億６百万円（前連結会計年度比30.6％増）となりました。
　また、当連結会計年度の受注高は831億73百万円（前連結会計年度比3.3％増）となりました。

(単位：百万円)

区分 第60期
（2017年度）

第61期
（2018年度） 増減額 増減率

売 上 高 75,156 82,677 7,520 10.0％

営 業 利 益 4,587 5,025 437 9.5％

経 常 利 益 4,741 5,219 477 10.1％

親会社株主に帰属する当期純利益 3,221 4,206 984 30.6％
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報告セグメント等の業績

商業その他施設事業 売上高 49,870百万円
（前連結会計年度比12.8％増） 44,202

第60期
（2017年度）

49,870

第61期
（2018年度）

（単位：百万円）売上高

　商業その他施設事業においては、市場環境は引
き続き良好であり、特にサービス分野（空港関連
施設、ホテル、オフィス、テーマパーク等）の新
改装案件が堅調に推移したこと等から、売上高、
営業利益ともに前連結会計年度を上回りました。
この結果、商業その他施設事業の売上高は498億
70百万円（前連結会計年度比12.8％増）、営業利益は26億48百万円（前連結
会計年度比4.3％増）となりました。

セイコードリームスクエア

2,539

第60期
（2017年度）

2,648

第61期
（2018年度）

（単位：百万円）営業利益

チェーンストア事業 売上高 21,234百万円
（前連結会計年度比8.8％増） 19,516

第60期
（2017年度）

21,234

第61期
（2018年度）

（単位：百万円）売上高

　チェーンストア事業においては、アパレル分
野、飲食店分野、その他専門店分野ともに堅調に
推移し、また、習熟度が高まり、収益性も向上し
たことから、売上高、営業利益ともに前連結会計
年度を上回りました。この結果、チェーンストア
事業の売上高は212億34百万円（前連結会計年度
比8.8％増）、営業利益は14億84百万円（前連結会計年度比29.6％増）となり
ました。

アシックスラン東京丸の内

1,145

第60期
（2017年度）

1,484

第61期
（2018年度）

（単位：百万円）営業利益

19
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文化施設事業 売上高 10,884百万円
（前連結会計年度比0.9％増） 10,792

第60期
（2017年度）

10,884

第61期
（2018年度）

（単位：百万円）売上高

　文化施設事業においては、公共投資全体が底堅
い動きとなっており、前連結会計年度と比較し
て、大型案件が多かったこと等から、売上高は前
連結会計年度を上回りましたが、収益性について
は前連結会計年度に及ばず、営業利益は前連結会
計年度を下回りました。この結果、文化施設事業
の売上高は108億84百万円（前連結会計年度比0.9％増）、営業利益は６億41
百万円（前連結会計年度比7.7％減）となりました。

さいたま市子ども家庭総合センター「ぱれっとひろば」

694

第60期
（2017年度）

641

第61期
（2018年度）

（単位：百万円）営業利益

その他 売上高 687百万円
（前連結会計年度比6.5％増） 645

第60期
（2017年度）

687

第61期
（2018年度）

（単位：百万円）売上高

　その他においては、ディスプレイ業以外の商業施設の運営管理、事務サービ
ス等が堅調に推移し、売上高、営業利益ともに前連結会計年度を上回りました。
この結果、その他の売上高は６億87百万円（前連結会計年度比6.5％増）、営業
利益は２億39百万円（前連結会計年度比16.1％増）となりました。

205

第60期
（2017年度）

239

第61期
（2018年度）

（単位：百万円）営業利益

20
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(2) 設備投資等の状況
　当連結会計年度における特筆すべき設備投資はありません。

(3) 資金調達の状況
　当連結会計年度における特筆すべき資金調達はありません。

(4) 対処すべき課題
　今後の見通しにつきましては、雇用および所得環境の改善が続くなかで、各種政策の効果もあり、緩やかな景気回
復が期待されます。
　当社グループを取り巻く環境につきましても、人手不足に伴う外注コストの増加等が懸念されるものの、東京オリ
ンピック・パラリンピック開催に向けた諸施設の整備や都市再開発案件の増加、大阪・関西万博の開催決定、観光立
国を目指した需要の増加等、明るさも見られ、引き続き改善が期待されます。
　当社グループといたしましては、中期経営計画（2019年１月期～2021年１月期）に基づき、市場の活性化が見込
まれる中期経営計画期間中の需要増加を確実に取り込むとともに、2020年以降の環境変化にも対応できるよう、引
き続き、デザイン力の向上、生産基盤の強化、先端コンテンツ応用演出の強化、安全・高品質の追求、働き方改革お
よび生産性の向上の５つのテーマに取り組み、持続的な成長と更なる企業価値の向上に努めてまいります。
　なお、当社グループは、経営上重視すべき指標を自己資本当期純利益率（ＲＯＥ）および連結営業利益率としてお
り、中期経営計画（2019年１月期～2021年１月期）の目標値としては自己資本当期純利益率（ＲＯＥ）10.0％以
上、連結営業利益率７％を掲げております。また、還元目標については配当性向50.0％以上を目標としております。
　株主の皆様におかれましては、今後とも、より一層のご支援ご鞭撻を賜りますようお願い申しあげます。

21
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(5) 財産および損益の状況の推移

67,612

第58期
（2015年度）

75,156

第60期
（2017年度）

70,781

第59期
（2016年度）

82,677

第61期
（2018年度）

（単位：百万円）売上高

3,303

4,741

第58期
（2015年度）

第60期
（2017年度）

第59期
（2016年度）

4,115
5,219

第61期
（2018年度）

（単位：百万円）経常利益

4,379

3,221

第58期
（2015年度）

第60期
（2017年度）

第59期
（2016年度）

2,626

4,206

第61期
（2018年度）

（単位：百万円）親会社株主に帰属する当期純利益

41,550

21,42221,422

43,968

25,510

第58期
（2015年度）

第60期
（2017年度）

第59期
（2016年度）

41,205

23,11023,110

44,269

26,922

第61期
（2018年度）

26,92225,510

（単位：百万円）総資産/純資産

91.03

66.96

第58期
（2015年度）

第60期
（2017年度）

第59期
（2016年度）

54.58

87.63

第61期
（2018年度）

（単位：円）1株当たり当期純利益

445.28
530.28

第58期
（2015年度）

第60期
（2017年度）

第59期
（2016年度）

480.37
562.70

第61期
（2018年度）

（単位：円）1株当たり純資産

区分 第58期
（2015年度）

第59期
（2016年度）

第60期
（2017年度）

第61期
（当連結会計年度）

（2018年度）

売上高 (百万円) 67,612 70,781 75,156 82,677

経常利益 (百万円) 3,303 4,115 4,741 5,219

親会社株主に帰属する当期純利益 (百万円) 4,379 2,626 3,221 4,206

１株当たり当期純利益 (円) 91.03 54.58 66.96 87.63

総資産 (百万円) 41,550 41,205 43,968 44,269

純資産 (百万円) 21,422 23,110 25,510 26,922

１株当たり純資産 (円) 445.28 480.37 530.28 562.70
（注）当社は、2015年８月１日付をもって株式分割（普通株式１株につき1.5株の割合）を行っておりますが、第58期期首に当該株式分割が行われ

たものと仮定して１株当たり当期純利益および１株当たり純資産を算定しております。
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(6) 重要な子会社の状況
会社名 資本金 当社の出資比率 主要な事業内容

百万円 ％
株式会社丹青ＴＤＣ 100 100.0 建築内装工事

株式会社丹青研究所 50 100.0 文化施設等の調査および研究

株式会社丹青ヒューマネット 70 100.0 労働者派遣ほかサービス

株式会社丹青ディスプレイ 50 100.0 展示内装工事

株式会社丹青ビジネス 40 100.0 事務サービス

株式会社ＪＤＮ 20 100.0 インターネットを利用した情報提供サービス
千米ドル

丹青創藝設計咨詢（上海）有限公司 650 100.0 建築設計等のコンサルティング
千元

北京丹青嘉輝建築装飾有限公司 65,400 100.0 各種施設の設計および施工
（注）１．2019年１月31日付で株式会社ティーアンドティーの全株式を譲渡いたしました。
　　　２．2018年９月28日開催の取締役会において、北京丹青嘉輝建築装飾有限公司を解散し、清算することを決議いたしました。

今後、現地の法令に従い、必要な手続きが完了次第、清算結了となる予定です。

23
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(7) 主要な事業内容 （2019年１月31日現在）

　当社グループは、ディスプレイ業を主な事業とし、その事業を商業その他施設事業、チェーンストア事業、文化施
設事業に区分しております。また、ディスプレイ業以外に、労働者派遣、事務サービス、インターネット情報サービ
ス等を展開しております。

事業区分 主要な事業内容 主要な施設等

ディスプレイ業

商業その他施設事業 商業施設全般（チェーンストア事業に係る
ものを除く）の内装（設計・施工）

百貨店、ショッピングセンター、各種専門
店、飲食店、各種ショールーム、博覧会、
見本市、展示会、オフィス、ホテル、アミ
ューズメント施設等

チェーンストア事業 チェーン展開型店舗施設等の内装（設計・
施工）

ファストファッション店舗、ファストフー
ド店舗、コンビニエンスストア等

文化施設事業 博物館、美術館、科学館、企業ミュージア
ム等の展示・内装（設計・施工）

博物館、美術館、科学館、企業ミュージア
ム等

その他 労働者派遣、事務機器等のレンタル・販
売、インターネット情報サービス等 ―

(8) 主要な営業所 （2019年１月31日現在）

株式会社丹青社
本社 東京都港区港南１丁目２番70号

支店 札幌、仙台、名古屋、大阪、福岡

株式会社丹青ＴＤＣ 本社 東京都港区

株式会社丹青研究所 本社 東京都港区

株式会社丹青ヒューマネット 本社 東京都港区

株式会社丹青ディスプレイ 本社 東京都渋谷区

株式会社丹青ビジネス 本社 東京都港区

株式会社ＪＤＮ 本社 東京都台東区

丹青創藝設計咨詢（上海）有限公司 本社 中華人民共和国上海市

北京丹青嘉輝建築装飾有限公司 本社 中華人民共和国北京市
（注）１．2019年１月31日付で株式会社ティーアンドティーの全株式を譲渡いたしました。
　　　２．2018年９月28日開催の取締役会において、北京丹青嘉輝建築装飾有限公司を解散し、清算することを決議いたしました。

今後、現地の法令に従い、必要な手続きが完了次第、清算結了となる予定です。
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(9) 従業員の状況 （2019年１月31日現在）

① 企業集団の従業員の状況
従業員数 前連結会計年度末比増減
1,234名
（205名） 77名増

（注）従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は期中の平均人員を（　）内に外数で記載しております。

② 当社の従業員の状況
項目 従業員数 前事業年度末比増減 平均年齢 平均勤続年数

男性 771名 21名増 43歳８ヵ月 16年７ヵ月

女性 204名 46名増 35歳６ヵ月 ８年６ヵ月

合計 975名
（189名） 67名増 42歳０ヵ月 14年11ヵ月

（注）１．従業員数には、当社からの出向者を除き、受入出向者を含めて記載しております。
２．従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は期中の平均人員を（　）内に外数で記載しております。

(10) 主要な借入先 （2019年１月31日現在）

　該当事項はありません。

(11) その他企業集団の現況に関する重要な事項
　該当事項はありません。
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2 会社の株式に関する事項（2019年１月31日現在）

その他の法人
13.1％

個人・その他
28.2％

外国法人等
10.5％
金融商品取引業者
1.8％

金融機関
46.4％

所有者別の株式保有比率

(1) 発行可能株式総数 187,200,000株
(2) 発行済株式の総数 48,424,071株

（自己株式316,615株を含みます。）

(3) 株主数 7,447名
(4) 大株主

株主名 持株数 持株比率
千株 ％

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 6,204 12.90

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 3,143 6.53

丹青社取引先持株会 2,428 5.05

第一生命保険株式会社 1,907 3.96

株式会社三井住友銀行 1,500 3.12

株式会社三菱ＵＦＪ銀行 1,482 3.08

日本生命保険相互会社 1,446 3.01

ファンネックス・アセット・マネジメント株式会社 1,430 2.97

丹青社従業員持株会 1,181 2.46

資産管理サービス信託銀行株式会社（証券投資信託口） 914 1.90

（注）持株比率は、自己株式（316,615株）を除いて算出しております。

３ 会社の新株予約権等に関する事項
　該当事項はありません。
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4 会社役員に関する事項
(1) 取締役の氏名等（2019年１月31日現在）

地位 氏名 担当および重要な兼職の状況

代表取締役会長 青 田 嘉 光

代表取締役社長 高 橋 貴 志

取締役常務 德 増 照 彦 デザイン担当

取締役常務 戸 髙 久 幸 経営企画、経営管理、グループ全般担当

取締役 中 島 　 実 文化施設事業担当

取締役 小 林 　 統 商業その他施設事業担当

取締役 篠 原 幾 徳 チェーンストア事業担当

取締役 森 永 倫 夫 制作担当

取締役（常勤監査等委員） 河 原 秀 司

社外取締役（監査等委員） 松　﨑　也寸志 公益財団法人全国法人会総連合専務理事

社外取締役（監査等委員） 長谷川　　　明 税理士
一般財団法人住総研監事

社外取締役（監査等委員） 新　島　由未子 弁護士

（注）１．当事業年度末日以降における取締役の地位の異動
氏名 異動後 異動前 異動日

小林　統 取締役常務 取締役 2019年２月１日

２．取締役（監査等委員）松﨑也寸志氏、長谷川明氏および新島由未子氏は、社外取締役であります。
３．取締役（監査等委員）松﨑也寸志氏および長谷川明氏は、税理士の資格を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有するも

のであります。
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４．取締役（監査等委員）新島由未子氏は、弁護士の資格を有しており、法律的見地から企業活動の適正性を判断する相当程度の知見を有する
ものであります。

５．情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するために河原秀司氏を常勤の監査等委員として選定しております。
６．取締役（監査等委員）松﨑也寸志氏、長谷川明氏および新島由未子氏は、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

なお、取締役（監査等委員）松﨑也寸志氏、長谷川明氏および新島由未子氏は、当社が定める「社外取締役の独立性基準」
（https://www.tanseisha.co.jp/ir/governance）も満たしております。

(2) 取締役の報酬等の額
区分 人数 報酬等の額 摘要

取締役（監査等委員を除く） ８名 248百万円

取締役（監査等委員） ５名 40百万円 （うち社外取締役　４名　23百万円）

合　計 13名 288百万円

（注）１．上記には、2018年４月24日開催の第60回定時株主総会終結の時をもって退任した社外取締役（監査等委員）１名を含めております。
２．使用人兼務取締役の使用人分給与は支給しておりません。
３．取締役（監査等委員を除く）の報酬限度額は、2016年４月26日開催の第58回定時株主総会において、年額500百万円以内と決議いただい

ております。
４．取締役（監査等委員）の報酬限度額は、2016年４月26日開催の第58回定時株主総会において、年額60百万円以内と決議いただいており

ます。
５．上記の報酬等の総額には、当事業年度中に役員賞与引当金に計上した次の金額を含んでおります。

・取締役（監査等委員を除く）８名　12百万円

（ご参考）
取締役の報酬等の決定方針等
(1) 基本方針

取締役の報酬等は、当社グループの業績および企業価値の向上に対するモチベーションを高めることを主眼
に、他社水準等を考慮のうえ、業績に見合った額を支給することを基本方針としております。

(2) 決定方法
取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬は、各事業年度における業績の向上ならびに中長期的な企
業価値の向上に向けて職責を負うことから、固定報酬と業績連動報酬で構成しております。
固定報酬は、各取締役の役位に応じて、他社水準等を考慮したうえで報酬額を決定しております。
業績連動報酬は当事業年度の業績ならびに個人の業績評価に基づいて決定しております。
なお、報酬額の算定においては、過半数を社外取締役で構成する指名・報酬諮問委員会の意見および助言を
踏まえたうえで、取締役会において決定しております。
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(3) 監査等委員である取締役の報酬等の内容および決定方法
監査等委員である取締役については、業務執行から独立した立場であるため、固定報酬のみを支給しており
ます。
報酬総額については株主総会で決定された限度額の範囲内で、会社の業績・収益状況を考慮して決定してお
ります。また、報酬総額の各監査等委員である取締役への配分は、それぞれその職務に応じて算定し、監査
等委員である取締役の協議において決定しております。

(3) 社外役員に関する事項
① 重要な兼職の状況および兼職先と当社との関係

区分 氏名 重要な兼職の状況 当社との関係

取締役（監査等委員） 松﨑　也寸志 公益財団法人全国法人会総連合専務理事 特別な関係はありません

取締役（監査等委員） 長谷川　明 税理士
一般財団法人住総研監事 特別な関係はありません

取締役（監査等委員） 新島　由未子 弁護士 特別な関係はありません

② 当事業年度における主な活動状況
区分 氏名 当事業年度における主な活動状況

取締役
（監査等委員） 松﨑　也寸志

当事業年度に開催した取締役会15回のうち全てに出席し、議案の審議に必要
な発言を適宜行っております。
また、当事業年度に開催した監査等委員会14回のうち全てに出席し、監査結
果に関する意見交換等、専門的見地から適宜、必要な発言を行っております。

取締役
（監査等委員） 長谷川　明

当事業年度に開催した取締役会15回のうち全てに出席し、議案の審議に必要
な発言を適宜行っております。
また、当事業年度に開催した監査等委員会14回のうち全てに出席し、監査結
果に関する意見交換等、専門的見地から適宜、必要な発言を行っております。

取締役
（監査等委員） 新島　由未子

就任後に開催した取締役会13回のうち全てに出席し、議案の審議に必要な発
言を適宜行っております。
また、就任後に開催した監査等委員会11回のうち全てに出席し、監査結果に
関する意見交換等、専門的見地から適宜、必要な発言を行っております。

29

会社役員に関する事項



招
集
ご
通
知

株
主
総
会
参
考
書
類

事
業
報
告

連
結
計
算
書
類

計
算
書
類

監
査
報
告

2019/03/20 9:56:29 / 18477977_株式会社丹青社_招集通知（Ｃ）

(4) 責任限定契約の内容の概要
　当社と各監査等委員である取締役との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠
償責任について、職務を遂行するにつき善意かつ重大な過失がないときは、1,000万円と法令が規定する最低責任限
度額のいずれか高い額を責任限度額とする旨の契約を締結しております。

5 会計監査人の状況

(1) 会計監査人の名称　　　有限責任監査法人トーマツ

(2) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額
支払額

①　当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額 48百万円

②　当社および当社子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 48百万円
（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておら

ず、実質的にも区分できませんので、①の金額にはこれらの合計額を記載しております。
２．監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況および報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて

必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額に同意の判断をいたしました。
３．当社の子会社である丹青創藝設計咨詢（上海）有限公司および北京丹青嘉輝建築装飾有限公司は、当社の会計監査人以外の監査法人の監査

を受けております。

(3) 非監査業務の内容
　該当事項はありません。

(4) 会計監査人の解任または不再任の決定の方針
　監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出す
る会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
　また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監
査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解
任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
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6 業務の適正を確保するための体制および運用状況
　当社取締役会の決議した上記体制は、次のとおりです。

(1) 取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
①　法令遵守はもとより、社会規範を尊重し、良識と責任をもって企業活動を行うため、「丹青グループ行動基準」

を定め、当社ならびに各グループ会社の取締役および使用人はこれに従う。
②　取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制については、「コン

プライアンス基本規程」に従うものとし、代表取締役が当社および各グループ会社におけるコンプライアンス・
プログラム遂行の最終的な権限と責任を有し、コンプライアンス担当取締役が代表取締役を補佐する。

③　コンプライアンスに関する教育、研修を継続的に実施し、取締役および使用人の法令遵守等に対する意識を高
め、企業倫理の確立をはかる。

④　内部通報制度を設け、法令違反等の未然防止と早期発見に努めるとともに、法令違反等が発生した場合は、迅
速かつ適切に対処する。

⑤　反社会的勢力とは、取引関係を含めて一切の関係を遮断する。また、反社会的勢力から不当要求を受けた場合
は、総務部を対応部門とし、必要に応じて顧問弁護士や警察等の指導を仰ぎながら、適切に対処する。

⑥　財務報告制度に係る内部統制が有効かつ適正に行われる体制の整備、運用、評価を継続的に行い、財務報告の
信頼性と適正性を確保する。

(2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
　取締役の職務の執行に係る文書その他の情報の保存および管理に関する体制として、「取締役の職務執行情報管理
規程」を設け、これに従うものとする。

(3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
　当社は、グループ全体のリスク管理について「リスクマネジメント基本方針」を定めるとともに、損失の危険の管
理に関する規程として「損失危険管理規程」を設け、当該体制について、これに従うものとする。

(4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
　代表取締役は、内部統制システムの構築および運用に際しては、取締役の職務執行の効率性および迅速性の確保と
のバランスの維持に努め、問題発生時には、取締役会の決議に従うものする。
　内部統制システムと取締役の職務執行の効率性・迅速性を確保するため、内部統制システムの各担当者と職務執行
行為を行う各取締役は、それぞれの職務において、問題が発生した場合、直ちに、当該事態を取締役会へ報告し、そ
の解決を取締役会に委ねるものとする。
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(5) 当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
①　子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制

　当社は、「子会社管理規程」に従い、定期的に各グループ会社から経営状況、財務状況およびその他の重要事
項について報告を受ける。

②　子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
　当社は、グループ全体のリスク管理について定める「リスクマネジメント基本方針」に従い、各グループ会社
と連携して、リスク管理体制を整備する。

③　子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
　当社は、各グループ会社においても、内部統制システムの構築および運用に際しては、取締役の職務執行の効
率性および迅速性の確保とのバランスを維持するよう監督する。

④　子会社の取締役等および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
　当社と各グループ会社は、連携してコンプライアンス・プログラムを遂行する。

(6) 監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人
に関する体制および当該使用人の取締役からの独立性に関する事項

　監査等委員会から要求のあった監査等委員会の職務補助者について、監査等委員会の職務の補助を行う部門を設置
し、若干名の使用人を配置する。
　監査等委員会の職務補助者の任命および解任は、当社の使用人の中から取締役会が行う。ただし、監査等委員会の
同意を必要とする。
　監査等委員会の職務補助者は、他の職務の兼任を妨げられないものとする。ただし、監査等委員会から兼任する職
務内容の変更要求があった場合には、合理的理由のない限り、職務補助者の兼任職務の内容を変更しなければならな
い。

(7) 監査等委員会の職務の執行を補助すべき使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
①　当社および各グループ会社は、監査等委員会の職務の執行を補助すべき使用人が業務を円滑に遂行できるよう

協力する。
②　監査等委員会の職務の執行を補助すべき使用人は、監査等委員に同行し取締役会その他の重要会議に出席する

ことができる。
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(8) 当社および子会社の取締役および使用人等が監査等委員会に報告するための体制
①　当社の取締役および使用人は、監査等委員会に対して、定期的に下記事項を報告する。

イ．当社および各グループ会社の内部統制に関わる部門の活動概要
ロ．各グループ会社の監査役の活動状況
ハ．業績および業績見込の発表内容、重要開示書類の内容
二．内部通報制度の運用および通報の内容

②　監査等委員会への直接の報告が必要であると思われるときは、当社の取締役および使用人ならびに各グループ
会社の取締役および使用人等は、直ちに、当社の監査等委員会に報告をする。

(9) 監査等委員会へ報告した者が当該報告を理由として不利な取扱いを受けないことを確保す
るための体制

　当社および各グループ会社は、監査等委員会へ報告したことを理由として、報告した者に対し不利な取扱いを行う
ことを禁止し、その旨を周知徹底する。

(10) 監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務
の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項

　当社は、監査等委員がその職務の執行について生ずる費用の前払または償還を請求したときは、速やかにこれに応
じる。

(11) その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
　内部統制に関わる部門は、監査等委員会あるいは会計監査人から照会があった場合、調査に時間を要するものを除
き、直ちに当該照会に対して回答しなければならない。
　直ちに照会への回答をすることができない場合、その理由を照会した監査等委員会あるいは会計監査人に通知しな
ければならない。
　内部統制に関わる部門は、監査等委員会あるいは会計監査人から要求のあった場合、内部統制システムの運用状況
を含めた活動概要を報告しなければならない。
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　上記業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
　当社は、取締役会において決議された「内部統制システム構築の基本方針」に基づき、内部統制システムを整備し
運用しております。上記各体制の整備および運用状況については継続的に調査し、取締役会へ報告するとともに、調
査の結果を踏まえて、より適切な内部統制システムの構築に努めております。

コンプライアンス体制
　「丹青グループ行動基準」や「コンプライアンス基本規程」等の社内規程を整備するとともに、コンプライアン
スへの理解を深め、健全な職務執行を行う環境を整備するため、当社グループの従業者を対象としたコンプライア
ンス研修を定期的に実施しております。また、当社の内部通報制度についても周知活動を継続しております。
損失の危険の管理に関する体制
　「リスクマネジメント基本方針」や「損失危険管理規程」等の社内規程を整備するとともに、リスク・コンプラ
イアンス委員会のもとで、当社グループの事業活動における主要なリスクに対する管理体制の検証および見直しを
はかっております。
企業集団における業務の適正を確保する体制
　子会社の管理に関する諸規程を整備するとともに、当社および各グループ会社の役職員で構成される子会社会議
を定期的に開催し、重要事項の報告を受けるとともに、各グループ会社の経営計画の進捗状況等を確認しておりま
す。
監査に関する体制
　内部監査については独立した内部監査部門が内部監査計画に基づき、業務監査、会計監査、子会社監査を実施し
ております。
　また、監査等委員会の監査については、監査等委員会において定めた監査計画に基づき、内部監査部門と連携し、
監査の実効性と効率性を高めております。
　なお、監査等委員会の監査が効率的に行われるよう、専任の監査等委員会の職務補助者を１名配置しております。
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7 株式会社の支配に関する基本方針
(1) 基本方針の内容
　当社グループは、「より良い空間創造を通じて豊かな社会と生活の実現に貢献する」ことを経営理念とし、人と人、
人とモノ、人と情報が行き交う空間を「社会交流空間」ととらえ、空間やメディアを有効活用し、魅力ある「社会交
流空間」の創造を事業として、創業以来発展をしてまいりました。
　現在では、百貨店・ショッピングセンター、各種専門店、博覧会や各種イベント、オフィス、ホテル、アミューズ
メント施設等を対象とした「商業その他施設事業」、ファストファッション店舗、ファストフード店舗、コンビニエ
ンスストア等の全国にチェーン展開を行っている店舗施設を対象とした「チェーンストア事業」、博物館、美術館、
企業ミュージアム等を対象とした「文化施設事業」、以上３つの事業分野においてディスプレイ業を展開しておりま
す。
　さらに、ディスプレイ業に関連した事業を展開しており、あらゆる分野の空間づくりにおける調査・企画から設計、
施工、運営・管理まで事業領域を拡大しております。
　当社グループは、事業領域を拡大する過程において、上記に掲げる事業分野の調査、研究、企画、設計、施工、監
理およびこれらに関連する事業活動に関する経営ノウハウを着実に積み重ね、「空間づくりの問題解決力、実現力」
を向上させるとともに、株主や従業員、さらには委託先、取引先などの各ステークホルダーとの間に、長期にわたり
強固な信頼関係を構築してまいりました。
　これら「空間づくりの問題解決力、実現力」および「各ステークホルダーとの強固な信頼関係」は、当社グループ
の中長期的な成長を支える基盤であり、まさに企業価値を生み出す源泉であると考えております。
　当社取締役会としましては、当社が上場会社として株式の流通を市場に委ねている以上、会社を支配する者の在り
方は最終的には株主の多数意見によって決定されるべきものと認識しており、会社の経営権の異動を伴うような提案
をただちに否定するものではありません。
　しかしながら、当社株式の大規模な買付行為などを実施する者の中には、当社グループの事業特性を充分に把握せ
ず、上記に掲げる企業価値を生み出す源泉となる部分を軽視し、中長期的に見て当社グループの企業価値を毀損する
おそれのある提案がなされる場合も想定されます。
　当社取締役会は、株主共同の利益および中長期的な企業価値を保全する観点から、このような提案を行う者は当社
の経営を支配する者として不適当であると認識しており、当該提案を受けた場合、適宜適切な対応を行ってまいる所
存です。
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(2) 基本方針の実現に資する取組み
① 中長期的な会社の経営戦略
　当社グループは「こころを動かす空間創造のプロフェッショナルであり続ける」こと、「お客さまとともに、社
員とともに、社会とともに、成長する」ことを経営ビジョンに掲げ、このビジョンに沿って、多様なニーズや市場・
社会の変化に対応しつつ、自らが成長・変革し続けるよう、コアコンピタンスである「空間づくりの問題解決力、
実現力」に磨きをかけるとともに、新たな成長分野への事業展開を推進してまいりました。
　今後は中期経営計画（2019年１月期～2021年１月期）に基づき、引き続き、デザイン力の向上、生産基盤の強
化、先端コンテンツ応用演出の強化、安全・高品質の追求、働き方改革および生産性の向上、以上５つのテーマに
取り組んでまいります。
　当社グループとしましては、上記、中期経営計画に基づいた改革を実行し、当社グループの総合的な競争力の強
化に努めることが、企業価値を向上させるうえで重要なものと考えております。
　また、当社グループが持続的な成長を続けるためには、さまざまなステークホルダーから信頼・理解をいただく
ことが必要と認識し、ＩＳＯ１４００１の実践による環境負荷の低減やユニバーサルデザインへの取組み、プライ
バシーマーク制度に基づく個人情報保護体制の構築など、適正かつ適法に事業活動を展開するための体制の整備に
取り組んでおります。

② コーポレート・ガバナンスへの取組み
　当社は、当社グループの企業価値の向上を使命と認識し、その実現に向けてコーポレート・ガバナンスの強化、
充実が重要な経営課題の一つであるととらえております。
　また、コーポレート・ガバナンスに関する基本方針を定め、次の基本的な考え方に沿って、コーポレート・ガバ
ナンスの充実に取り組んでおります。
(ⅰ) 株主の権利を尊重し、平等性を確保いたします。
(ⅱ) 各ステークホルダーの利益を考慮し、適切に協働いたします。
(ⅲ) 会社情報を適切に開示し、透明性を確保いたします。
(ⅳ) 取締役会による業務執行の監督機能の実効性を確保するため、自己規律が働く仕組みを構築いたします。
(ⅴ) 中長期的な株主の利益と合致する投資方針を有する株主との間で建設的な対話を行います。
　なお、企業統治の体制の概要については次のとおりであります。
　当社の取締役会は12名の取締役（うち社外取締役３名）により構成され、原則として月１回開催しており、各取
締役は取締役会の構成員として迅速かつ的確に意思決定を行っております。業務の執行については、代表取締役社
長が、取締役会で決定された経営方針に基づき、業務執行上の最高責任者として当社の業務を統括しております。
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　取締役の多くは業務の執行も担当しており、その執行状況は、社外取締役を除く全ての取締役が出席する経営会
議において情報の共有化が図られ、かつ、取締役会には報告事項として定期的に報告され、客観的な立場から経営
に対する適切な意見・助言をいただくために選任された3名の社外取締役による取締役会における審議を通して、
経営の透明性と客観性の向上を図っております。
　また、当社は監査等委員会を設置しており、監査等委員会は４名の取締役（うち社外取締役３名）で構成されて
おり、原則として月１回開催しております。監査等委員である取締役は取締役会への出席の他、重要な会議に出席
し、意見を述べるとともに、内部監査部門と連携し、監査の実効性と効率性を高めております。
　また、当社は取締役の指名および報酬に関する諮問機関として、過半数を社外取締役で構成する任意の指名・報
酬諮問委員会を設置しております。

(3) 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配される
ことを防止するための取組み

　当社は、2017年２月24日開催の取締役会において、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に
関する基本方針（以下、「基本方針」といいます。）を決定するとともに、基本方針に照らして不適切な者によって
当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みとして、当社株式の20％以上の取得行
為（以下、「大規模買付行為」といいます。）への対応策（以下、「本プラン」といいます。）を継続することを決
議し、2017年４月25日開催の第59回定時株主総会にて承認されました。その概要については、以下のとおりであり
ます。

① 本プラン導入の目的
　本プランは、上記(1)に述べた基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支
配されることを防止するための取組みとして導入するものであります。
　当社株式に対する大規模買付行為が行われた際に、株主の皆様が適切な判断を行うための必要かつ十分な情報お
よび時間を確保することおよび大規模買付者と交渉を行うこと等により、当社の企業価値ひいては株主共同の利益
を確保し、向上させることを目的としております。
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② 本プランの概要
　本プランは、当社株式に対する大規模買付行為が行われるに当たり、株主の皆様が適切な判断を行うための必要
かつ十分な情報および時間を確保する目的から、当社取締役会が定める大規模買付者が従うべき大規模買付ルール
と、大規模買付行為に対して当社が取りうる対抗措置から構成されております。当社取締役会は、大規模買付ルー
ルの遵守を大規模買付者に求め、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しない場合および遵守した場合につき一
定の対応方針を定め、必要に応じて新株予約権の無償割当て等による対抗措置を決議いたします。
　また、当社は、当社取締役会による判断の客観性を担保する観点から、当社と独立した立場にある社外取締役お
よび社外の有識者で構成される独立委員会を設置することとし、当社取締役会は独立委員会の勧告を最大限尊重し
た上で、対抗措置の発動の是非を決定するものといたします。
　なお、独立委員会は、当該大規模買付行為が当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうと認められ
る買付行為に該当するか否かが検討課題となっている場合に対抗措置を発動すべき旨勧告する際、当該対抗措置の
発動に関して株主意思確認のための株主総会（以下、「株主意思確認総会」といいます。）の承認を得るべき旨の
留保を付すことができるものとなっております。
　当社取締役会は、対抗措置の発動に関して、独立委員会があらかじめ対抗措置の発動に関して株主意思確認総会
の承認を得るべき旨の留保を付した場合、又は当該大規模買付行為が当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著
しく損なうと認められる買付行為に該当するか否かが検討課題となっており、かつ、株主意思確認総会の開催に要
する時間等を勘案した上、取締役会が善管注意義務に照らし株主の意思を確認することが適切と判断する場合には、
株主意思確認総会を招集し、対抗措置の発動に関する株主の皆様の意思を確認することができるものとなっており
ます。

③ 本プランの適用開始と有効期限について
　本プランは、第59回定時株主総会開催日の2017年４月25日より継続されており、有効期限につきましては、第
59回定時株主総会終結の日から３年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時ま
でとし、その後本プランの継続については定時株主総会の承認を得ることとします。当社取締役会は、本プランを
継続することが承認された場合は、その旨を速やかにお知らせいたします。
　なお、本プランは、その有効期限が到来していない場合でも、株主総会において本プランを廃止する旨の決議が
行われた場合又は取締役会により本プランを廃止する旨が決議された場合には、その時点で廃止されるものとしま
す。また、当社取締役会は、関係法令の整備や、金融商品取引所が定める上場制度の整備等を踏まえ、随時本プラ
ンの見直しを行い、必要に応じて当社株主総会の承認を得たうえで、本プランの修正・変更を行うことがあります。
本プランが廃止、修正、変更された場合には、当社取締役会が必要と判断する事項について速やかにお知らせしま
す。

38

株式会社の支配に関する基本方針



2019/03/20 9:56:29 / 18477977_株式会社丹青社_招集通知（Ｃ）

(4) 本プランに関する当社取締役会の判断およびその判断に係る理由
　本プランは大規模買付行為が行われるにあたり、株主の皆様が適切な判断を行うための必要かつ十分な情報および
時間を確保する目的で導入するものであり、また、対抗措置の発動に際しては、経営陣から独立している社外者の判
断を最大限尊重し、必要に応じて株主の皆様のご意思を事前に確認することができるようにするなど、判断の客観性
ならびに運用の透明性を確保する仕組みとなっております。
　よって、当社取締役会は、本プランが上記基本方針に沿い、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を損なうもの
ではなく、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないと判断しております。

（注）本事業報告に記載の金額および株式数は、表示単位未満の端数を切り捨てて、１株当たり当期純利益、１株当たり純資産および増減率等の比率
は、表示桁未満の端数を四捨五入しております。なお、同記載金額には消費税等を含んでおりません。
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連結計算書類

連結貸借対照表
第61期（2019年１月31日現在） （単位：千円）

科目 金額 科目 金額
資産の部 負債の部
流動資産

現金預金
受取手形・完成工事未収入金等
有価証券
未成工事支出金等
繰延税金資産
その他
貸倒引当金

固定資産
有形固定資産

建物・構築物
機械・運搬具・工具器具備品
土地
減価償却累計額

無形固定資産
投資その他の資産

投資有価証券
繰延税金資産
退職給付に係る資産
敷金保証金
その他
貸倒引当金

36,103,955
13,440,208
9,001,942
4,200,316
8,340,463

691,796
460,588

△31,359
8,165,075
1,031,276
1,030,390

798,185
58,383

△855,682
153,043

6,980,756
3,547,236

5,819
2,459,118

748,612
337,662

△117,692

流動負債 16,072,269
支払手形・工事未払金等 7,925,812
未払法人税等 993,483
未成工事受入金 3,813,920
賞与引当金 1,022,898
役員賞与引当金 17,061
完成工事補償引当金 126,760
工事損失引当金 333,387
その他 1,838,946

固定負債 1,273,981
長期借入金 306,980
退職給付に係る負債 15,859
役員退職慰労引当金 85,734
繰延税金負債 808,305
その他 57,101

負債合計 17,346,250
純資産の部
株主資本 26,193,503

資本金 4,026,750
資本剰余金 4,024,974
利益剰余金 18,525,420
自己株式 △383,641

その他の包括利益累計額 729,276
その他有価証券評価差額金 953,163
繰延ヘッジ損益 △1,710
為替換算調整勘定 51,517
退職給付に係る調整累計額 △273,694

純資産合計 26,922,780
資産合計 44,269,031 負債純資産合計 44,269,031
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連結損益計算書
第61期（2018年２月１日から2019年１月31日まで） （単位：千円）

科目 金額
売上高 82,677,373
売上原価 68,513,506

売上総利益 14,163,866
販売費及び一般管理費 9,138,620
営業利益 5,025,246
営業外収益

受取利息 14,996
受取配当金 53,219
保険配当金 60,437
仕入割引 46,960
その他 42,663 218,277

営業外費用
支払利息 4,145
損害賠償金 9,831
為替差損 3,102
固定資産除却損 3,267
その他 4,068 24,415

経常利益 5,219,109
特別利益

投資有価証券売却益 346,982
関係会社株式売却益 232,247 579,230

税金等調整前当期純利益 5,798,339
法人税、住民税及び事業税 1,683,178
法人税等調整額 △91,019 1,592,158
当期純利益 4,206,181
親会社株主に帰属する当期純利益 4,206,181
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連結株主資本等変動計算書
第61期（2018年２月１日から2019年１月31日まで） （単位：千円）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当連結会計年度期首残高 4,026,750 4,024,974 16,147,338 △78,165 24,120,897
連結会計年度中の変動額

剰余金の配当 △1,828,098 △1,828,098
親会社株主に帰属する
当期純利益 4,206,181 4,206,181

自己株式の取得 △356,640 △356,640
自己株式の処分 51,163 51,163
株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額（純額）

連結会計年度中の変動額合計 2,378,082 △305,476 2,072,605
当連結会計年度末残高 4,026,750 4,024,974 18,525,420 △383,641 26,193,503

その他の包括利益累計額
純資産合計その他有価証

券評価差額金 繰延ヘッジ損益 為 替 換 算
調 整 勘 定

退 職 給 付 に
係る調整累計額

そ の 他 の 包 括
利益累計額合計

当連結会計年度期首残高 1,394,503 697 80,013 △85,387 1,389,827 25,510,724
連結会計年度中の変動額

剰余金の配当 △1,828,098
親会社株主に帰属する
当期純利益 4,206,181

自己株式の取得 △356,640
自己株式の処分 51,163
株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額（純額） △441,340 △2,407 △28,496 △188,306 △660,550 △660,550

連結会計年度中の変動額合計 △441,340 △2,407 △28,496 △188,306 △660,550 1,412,055
当連結会計年度末残高 953,163 △1,710 51,517 △273,694 729,276 26,922,780
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計算書類

貸借対照表
第61期（2019年１月31日現在） （単位：千円）

科目 金額 科目 金額
資産の部
流動資産

現金預金
受取手形
完成工事未収入金
有価証券
商品
未成工事支出金
材料貯蔵品
短期貸付金
前払費用
繰延税金資産
その他
貸倒引当金

固定資産
有形固定資産

建物
工具器具備品
土地

無形固定資産
ソフトウェア
電話加入権

投資その他の資産
投資有価証券
関係会社株式・関係会社出資金
破産更生債権等
長期前払費用
前払年金費用
敷金保証金
その他
貸倒引当金

37,463,921
12,580,243

724,201
7,876,654
4,200,316

32,614
8,164,771

133
2,934,500

253,973
618,474
119,615

△41,577
8,987,001

886,213
619,404
208,424
58,383

116,296
93,424
22,872

7,984,491
3,505,295

985,240
27,536
30,933

2,689,210
624,843
233,596

△112,164

負債の部
流動負債 19,754,652

支払手形 2,389,520
工事未払金 4,148,706
リース債務 4,259
未払金 53,816
未払費用 644,084
未払法人税等 892,053
未払消費税等 899,481
未成工事受入金 3,798,930
預り金 634,274
賞与引当金 931,487
役員賞与引当金 12,000
完成工事補償引当金 125,396
工事損失引当金 333,387
ファクタリング未払金 4,881,790
その他 5,464

固定負債 1,243,738
長期借入金 306,980
リース債務 3,740
繰延税金負債 884,063
その他 48,954

負債合計 20,998,390
純資産の部
株主資本 24,507,216

資本金 4,026,750
資本剰余金 4,024,974

資本準備金 4,024,840
その他資本剰余金 134

利益剰余金 16,839,133
利益準備金 302,866
その他利益剰余金 16,536,267

別途積立金 12,500,000
繰越利益剰余金 4,036,267

自己株式 △383,641
評価・換算差額等 945,314

その他有価証券評価差額金 947,024
繰延ヘッジ損益 △1,710

純資産合計 25,452,531
資産合計 46,450,922 負債純資産合計 46,450,922
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損益計算書
第61期（2018年２月１日から2019年１月31日まで） （単位：千円）

科目 金額
売上高

完成工事高 68,830,563
設計収入等売上高 10,085,922 78,916,485

売上原価
完成工事原価 57,859,486
設計収入等売上原価 8,441,333 66,300,820

売上総利益
完成工事総利益 10,971,076
設計収入等総利益 1,644,588 12,615,665

販売費及び一般管理費 7,996,443
営業利益 4,619,221
営業外収益

受取利息及び配当金 198,939
保険配当金 59,670
その他 63,223 321,834

営業外費用
支払利息 9,455
固定資産除却損 2,405
損害賠償金 9,770
その他 2,407 24,039

経常利益 4,917,016
特別利益

投資有価証券売却益 346,982
関係会社株式売却益 385,000 731,982

特別損失
関係会社出資金評価損 179,163 179,163

税引前当期純利益 5,469,836
法人税、住民税及び事業税 1,468,560
法人税等調整額 △106,717 1,361,843
当期純利益 4,107,992
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株主資本等変動計算書
第61期（2018年２月１日から2019年１月31日まで） （単位：千円）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金 そ の 他
資本剰余金

資本剰余金
合 計 利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金
合 計別途積立金 繰 越 利 益

剰 余 金
当事業年度期首残高 4,026,750 4,024,840 134 4,024,974 302,866 11,500,000 2,756,373 14,559,240
事業年度中の変動額

剰余金の配当 △1,828,098 △1,828,098
積立金の積立 1,000,000 △1,000,000 －
当期純利益 4,107,992 4,107,992
自己株式の取得
自己株式の処分
株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額（純額）

事業年度中の変動額合計 1,000,000 1,279,893 2,279,893
当事業年度末残高 4,026,750 4,024,840 134 4,024,974 302,866 12,500,000 4,036,267 16,839,133

株主資本 評価・換算差額等
純資産合計

自 己 株 式 株 主 資 本 合 計 その他有価証券
評 価 差 額 金 繰延ヘッジ損益 評 価 ・ 換 算

差 額 等 合 計
当事業年度期首残高 △78,165 22,532,799 1,388,335 697 1,389,032 23,921,832
事業年度中の変動額

剰余金の配当 △1,828,098 △1,828,098
積立金の積立 － －
当期純利益 4,107,992 4,107,992
自己株式の取得 △356,640 △356,640 △356,640
自己株式の処分 51,163 51,163 51,163

株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額（純額） △441,310 △2,407 △443,718 △443,718

事業年度中の変動額合計 △305,476 1,974,417 △441,310 △2,407 △443,718 1,530,698
当事業年度末残高 △383,641 24,507,216 947,024 △1,710 945,314 25,452,531
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監査報告

連結計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書
2019年３月８日

株式会社　丹 青 社
取締役会　御中

有限責任監査法人　トーマツ
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 石 井 哲 也 ㊞
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 吉 村 健 一 ㊞

　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社丹青社の2018年２月１日から2019年１月31日
までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び
連結注記表について監査を行った。
連結計算書類に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適
正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示す
るために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明す
ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査
計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
　監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リス
ク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結計算書類の作成と適正な表示に関連す
る内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われ
た見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
株式会社丹青社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての
重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書
2019年３月８日

株式会社　丹 青 社
取締役会　御中

有限責任監査法人　トーマツ
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 石 井 哲 也 ㊞
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 吉 村 健 一 ㊞

　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社丹青社の2018年２月１日から2019年１
月31日までの第61期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注
記表並びにその附属明細書について監査を行った。
計算書類等に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類及びその附属明
細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類及びその附
属明細書を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及びその附属明細書に対す
る意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監
査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合
理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
　監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示のリ
スクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものでは
ないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算書類及び
その附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及
びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表
示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正
に表示しているものと認める。
利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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監査等委員会の監査報告

監　査　報　告　書

　当監査等委員会は、2018年２月１日から2019年１月31日までの第61期事業年度における取締役の職務の執行に
ついて監査いたしました。その方法及び結果につき以下のとおり報告いたします。

１．監査の方法及びその内容
監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決議の内容並び

に当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について取締役及び使用人等からその構築及び運
用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明するとともに、下記の方法で監査
を実施しました。
(1) 監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部統制部門と連携の上、重要な会議に出

席し、取締役及び使用人等からその職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要
な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査しました。また、子会社
については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業
の報告を受けました。

(2) 事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第３号イの基本方針及び同号ロの各取組みについて
は、取締役会その他における審議の状況等を踏まえ、その内容について検討を加えました。

(3) 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計
監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人か
ら「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）
を「監査に関する品質管理基準」（2005年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知
を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算
書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損
益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。
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２．監査の結果
(1) 事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
③ 内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに

関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。
④ 事業報告に記載されている会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針は相当

であると認めます。事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第３号ロの各取組みは、当該基本方
針に沿ったものであり、当社の株主共同の利益を損なうものではなく、かつ、当社の会社役員の地位の維持
を目的とするものではないと認めます。

（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果
　会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

（3）連結計算書類の監査結果
　会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2019年３月12日

株式会社 丹 青 社　監査等委員会

常勤監査等委員 河　原　秀　司 ㊞
監査等委員 松　﨑　也寸志 ㊞
監査等委員 長谷川　　　明 ㊞
監査等委員 新　島　由未子 ㊞

（注） 監査等委員松﨑也寸志氏、長谷川明氏及び新島由未子氏は、会社法第２条第15号及び第331条第６項に規定
する社外取締役であります。

以　上
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見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。

東京都中央区日本橋
蛎殻町２丁目１番１号
TEL 03（3667）1111

※駐車場はご利用いただけません。公共交通
機関をご利用いただきますよう、よろしく
お願い申し上げます。

東京メトロ半蔵門線

4番出口と直結
「水天宮前駅」

東京メトロ日比谷線

A2出口より徒歩約7分
「人形町駅」

都営浅草線

A3出口より徒歩約9分
「人形町駅」
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会　場

交　通
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